
制限付一般競争入札の参加方法 

この入札は、参加要件を全て満たせば、参加を希望する者は自由に参加できる、入札書は持参で

はなく郵送する、予定価格（上限）が公表されている、入札結果をＨＰ上で公開するなど、しくみ

や手順などについても従来の指名競争入札とは異なります。また、参加を希望しない場合において

は、辞退届を提出する等の手続きは一切必要ありません。（入札を希望する場合のみ入札書を送付

するなどの必要があります。） 

以下に全体の流れをまとめていますのでご確認ください。（３番以降の「クリックしてください」

はこのページからはリンクしていませんので、明石市ホームページ「入札コーナー」にある、それ

ぞれの部分をクリックしてご覧ください。） 

 

手順 場所 

１ 

 

「公告文」を確認 

 

この「参加方法」に続いて表示されます。 

※物品名や参加要件、納期限、予定価格などが記載されています。 

２ 「仕様書」を確認 「公告文」に続いて表示されます。 

※物品の詳しい規格等が記載されています。 

３ 「応募案内」を確認 

 

※物品全般に共通する参加手順などの詳細が記載されています。 

４ 「制限付一般競争入札に

おけるＱ＆Ａ（物品）」を確

認 

 

 

 

※参加手順などでよくある質問が記載されています。ここに記載され

ているもの以外の質問は直接財務室契約担当までお願いします。なお、

設計図書・仕様書等に関する質問は、質問期間中に「設計図書等に対す

る質問書（物品用）」により、ＦＡＸにてお願いします。 

 

クリックしてください 

クリックしてください 



流れは以上となります。 

次ページより、公告文が表示されますので引き続きご確認ください。 

５ 郵送直前に、当該物品に関

する質問回答を確認 

 

※仕様書の解釈等について、見積りに影響があるような重要な内容が

含まれていることがあります。財務室契約担当に到着した入札書は、

全て回答日の午後１時以降に確認後記入されたとみなされますの

で、入札書の記入、郵送前には必ずご確認ください。 

６ 提出書類をダウンロード

し、記入・押印 

 

 

７ 提出書類をそろえて封筒

に入れ、提出期間内に書留

等郵便局が配達した事実

の証明が可能な方法にて

財務室契約担当まで郵送 

※ 締切日必着ですのでご注意ください。 

※ 入札書を、参加申請書と共に角２封筒等のＡ４サイズが折らずに入

るものに封入し、封筒の表面に宛名ラベル(指定様式)を貼り付けて

ください。（公告文で提出を求められている場合には納入実績調書、

契約書等の写しも同封してください。） 

８ 「参加確認書」を財務室契

約担当に FAX 

※ ７の郵送後すぐに、受領証（お客様控え）を貼付して FAX 

（０７８－９１８－５１５３）してください。 

９ 結果を確認 

 

※ 審査終了後、落札者には直接電話にて連絡します。 

クリックしてください 

 

クリックしてください 

クリックしてください 



１ 　対象物品
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)

２ 　入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当する者)
(１) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)の物品の製造・売買の部に、契約の種類が

で登録されており、かつ、業種区分が
で登録されていること。

(２) 本市又は隣接する市町に整備工場若しくは指定工場があり、納車後の故障にも迅速に対応できる
体制が整っていること。

(３) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(４) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(５) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 （平成11年法
   律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
　 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこ
　 の限りでない。

(６) 明石市の指名停止期間中でないこと。なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、
参加資格を失うものとする。

(７) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。
(８) 仕様書等の内容を熟知し、内容等を十分に理解した上で入札に参加できること。

３ 　仕様書についての質問及び回答
(１) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリ(078-918-5153)により財務室
   契約担当へ質問書(指定様式)を提出してください。

(２) 質問に対する回答
 から明石市ホームページ（入札コーナー）において公表します。

４ 　入札参加申込み
(１) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角２封筒等のＡ４サイズが折らずに入るものに封入し、封

筒の表面に宛名ラベル（指定様式）を貼り付けて郵送してください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書（指定様式）
イ 入札書（指定様式）
ウ 「本市又は隣接する市町に整備工場若しくは指定工場があり、納車後の故障にも迅速に対応で

きる体制が整っていること」が確認できる書類（例：自社パンフレット等）
※様式は変更になる場合がありますので、明石市ホームページ（入札コーナー）「提出書類等様
式」より最新のものをご利用ください。

(２) 封筒の提出については、持参は認めません。必ず、下記により書留等（簡易書留も可）の郵便局が
配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア に、明石市ホームページ（入札コーナー）に設計図書等に対

する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 提出期限は、 （財務室契約担当必着）です。

(３) 入札に参加を希望する者は、郵便物提出日中に、財務室契約担当へ制限付一般競争入札参加確認書
　 （指定様式）をファクシミリ(078-918-5153)により提出してください。

令和6年1月31日 午後1時

令和6年1月31日 午後1時

令和6年2月6日

令和6年1月23日 から 令和6年1月29日 午後1時 まで

特装４トンダンプ車　１台
納 期 限 令和7年3月25日

車両 自動車

制限付一般競争入札の実施について

明 財 第 1144 号
2024年(令和6年)1月23日

明 石 市 長 丸谷　聡子
(公印省略　財務室契約担当)

　制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及
び明石市契約規則（平成5年規則第10号）第5条の規定に基づき、下記のとおり公告する。

記

物 品 番 号 2023551002
物 品 名 特装４トンダンプ車
納 入 場 所 大久保浄化センター
物 品 概 要



５ 　開札日時及び場所
(１)  (予定)　※開札状況により前後します。
(２) 財務室南会議室

６ 　入札保証金
免除

７ 　契約保証金
契約金額の10分の1以上を納付すること。ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除等
する場合がある。

８ 　消費税の取扱い
入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。（税抜で記載）
契約締結に際しては、落札金額に10％を加算した額で契約を行います。
なお、１円未満の端数は、この金額において切り捨てます。

９ 　予定価格(税抜)
円

10 　暴力団排除に関する誓約書の提出について（契約締結時の注意事項）
明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、落札決定者は契約締結
時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、
入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第9号アの規定により、指名停止措置（3ヵ月）
を行います。

11 　契約条項等を示す場所
明石市契約規則、明石市物品売買契約約款、明石市製造請負契約約款、応募案内、入札のしおり等
については、財務室契約担当及び明石市ホームページ（入札コーナー）において閲覧することができ
ます。
なお、特装４トンダンプ車物品売買契約約款には、「債務負担行為に係る契約の特則」を
付しているので、了承の上、入札に参加すること。
売買代金の支払いは、令和6年度に受注者から物品の引渡しを受けた後に、約款に基づき
行うものとする。

12 　入札に関する条件
(１) 入札書が所定の日時までに到着していること。
(２) 入札者が同一事項について２通以上した入札でないこと。
(３) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(４) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されてないこと。
(５) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。

13 　無効とする入札
(１) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札
(２) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札
(３) 入札に関する条件に違反した入札

14 　資格審査及び落札決定について
(１) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加要件について事後審査を行います。
(２) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが

確認できた時点で落札決定を行います。
(３) 入札結果は、明石市ホームページ（入札コーナー）にて掲載します。

15 　その他
(１) 明石市法令遵守の推進等に関する条例（平成22年条例第4号）に定める不当要求行為等を行った場合

においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(２) この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の業

場　所

12,335,072

日　時 令和6年2月8日 午前9時30分

※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、無効となります。



者登録一覧表で業者コード等を確認した上で、申し込んでください。
(３) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必

ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の「制限付一般競争入札の応募案内（物品 郵便方式）」
を確認した上で、申し込んでください。

(４) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、
明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。

(５) 最低価格入札者であっても、資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札
参加者の負担となりますのでご注意ください。

(６) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加
する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認
することがありますので、ご留意ください。



 

制限付一般競争入札（郵便方式）の事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公告文等のホームページ掲載 

令和 6 年 1 月23 日(火) 

仕様書等に対する質問書 Fax 受付 

令和 6 年 1 月23 日(火)～令和 6 年 1 月29 日（月）午後1 時 

質問に対する回答の明石市ホームページ公表 

令和 6 年 1 月31 日（水)午後1 時 

① 参加確認書Fax 受付 

② 入札書等、書留等郵便受付 必着期限：令和 6 年 2 月6 日(火） 

開札 

令和 6 年 2 月8 日(木)午前 9 時 30 分～ 

明石市役所 財務室南会議室 

開札結果の明石市ホームページ公表 

令和 6 年 2 月9 日(金) (予定) 

物品売買契約締結 

令和 6 年 2 月20 日(火) 



○制限付一般競争入札等におけるＱ＆Ａについて 

入札参加希望者は、必ず事前に明石市役所ホームページの「入札コーナー」に掲載

している制限付一般競争入札の「応募案内」、「Ｑ＆Ａ」の内容をご確認ください。（随

時更新を行っておりますので、最新のものをご確認ください。） 

 

○同額応札（くじ引きの執行）があった場合の取扱いについて 

平成２０年１月３１日の開札分より、郵便方式において同価の入札があった場合の

くじの執行方法を下記のとおり変更しています。 

くじの対象となった同価の入札をした者の資格審査を、封筒に同封された提出書類

を含めて、くじを執行する前に行い、入札参加要件を満たすと決定した「有効な同価

の入札者」を対象にくじを執行します。 

 くじの執行についての電話連絡を、①「有効な同価の入札者」に対しては、くじの

執行日時、②「無効な同価の入札者」に対しては、入札が無効となった理由（くじに

参加できない理由）及び入札結果に無効の理由が表記されることを伝えます。 

 「有効な同価の入札者」によるくじの執行に際しては、代表者あるいは代表者から

の委任状を持った代理人の出席が必要となります。なお、指定した日時に代表者等が

出席できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代理人となりますので、ご

留意ください。（くじの辞退はできません。） 

 

○ 暴力団員等に該当しない旨の確認手続きについて 

    平成 27 年 7 月 1 日以降、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第５条第１ 

項の規定により、契約金額が２００万円を超える場合には契約締結期限までに自らが暴力

団等に該当しない旨等を記載した暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要となります。

提出されていない場合には契約を締結しません。 

    この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求するこ

とはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 

    また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第２第８項第９号アの規定により、指名停

止（３か月）を行います。 

 

○明石市税の納税状況の確認について 

納税状況の確認は 税務室納税課 TEL(078)918-5016までお願いします。 

 

 

 

※その他、公告文記載内容を充分にご確認ください。 



( ) -

年 月 日

（ 特装４トンダンプ車 ） （ 1 台 ）

その他特記事項

⑤

引取物品の有無

☑ あ り 内容 数量

□ な し

規　　　　　格

別紙仕様書のとおり

メ ー カ ー 等

①

②

③

④

０７８ ９３４ ３４２５

納 品 場 所 大久保浄化センター 納 期 2025 ３ 25

物  品  仕  様  書

品　  名 特装４トンダンプ車 数　量 1台

担当課 下水道施設課 担当者 中嶋 連絡先

メーカー 型　　番

陸運局の閉庁日を除くこととする。）

ここに定めの無い仕様の詳細については、落札決定後、下水道施設課と協議

して決定するものとする。

売買代金の支払いは、令和6年度に受注者から物品の引渡しを受けた後に、約
款に基づき行うものとする。

色 その他

納車日の前日もしくは前々日に登録する。（ただし、納車日前日の数え方は、



       特 装 ４トンダンプ車 仕様書 
                       明石市下水道室下水道施設課 
 １．用 途 
   焼却灰(下水脱水汚泥を焼却した灰)運搬用 
 ２．台 数 
   特装４トンダンプ車 1 台 
 ３．シャシ 
   (1) ４トン特装用ディーゼル車 
   (2) 後輪ダブルタイヤ 
   (3) ベットレスダンプ 
 ４．架 装 
   (1) 油圧式又は電動式天蓋装置付きダンプ 
 ５. シャシ特別仕様 
   (1) 最高出力 154KW(210PS)・トルク 588N・ｍ(60kg)以上とする。 
   (2) ブレーキ 
     ①排気ブレーキ装備車のこと。 
     ②空気圧複合式(A/O)ブレーキであること。 
   (3) チルトキャブ装備車であること。 
   (4) 純正カーエアコンを取り付けること。 
   (5) キャビン内全席(運転手を含め 3 人)にシートベルトを装備すること。 
   (6) パワーステアリング装備車であること。 
   (7) バックブザー、バックライト及びバック、左折音声を取り付けること。 
   (8) バックカメラ(モニター連動タイプ)、前後方向録画式ドライブレコーダーを取り

付けること。 
   (9)  ETC 車載器（アンテナ分離型）を取り付けること。 
      (10)  集中ドアロック(キーリモコンタイプ) 
   (11) 非常用信号用具一式装備のこと。 
   (12) サイドバイザーを取り付けること。 
   (13) フロアーマットを取り付けること。 
   (14) 座席にビニールシートカバーを取り付けること。 
   (15) オイルジャッキ(10 トン用)を装備すること。 
   (16)  PTO・ダンプレバーを取り付けること。 
   (17) タイヤ・前輪縦ミゾ・後輪縦ミゾ(スペアタイヤも同) 
   (18) スペアタイヤ収納箇所は、テール下部以外で着脱操作しやすい箇所とする。 
   (19) 付属品及び工具を装備すること。 
   (20) 最大積載量 2,600kg 以上のこと。 



   (21) その他は標準仕様車であること。 
 
 
 6．架装特別仕様 
  (1) ボディ関係 
   ①舟底一方開きで下開き式にすること。 
   ②内法  L 3400 ⅹ W 1900 ⅹ Ｈ 1000 

③材質及び板厚は次のとおりとする。 
 ア. デッキ           ステンレススチール ４mm 
  イ. フロント・サイド・テール   ステンレススチール  ３mm 
④テールゲートは水密仕様とし、P パッキン・締め付けハンドル付きとする。 
⑤各スチフナ・テールゲート化粧板・自動開閉金具もステンレススチール

製とすること。 
⑥フロントパネル下部にステンレススチール製「斜め板」取り付けること。 

(2) 油圧式又は電動式天蓋装置及び天蓋 
 ①材質はステンレススチール製のこと。 
 ②内側は無塗装又はボディ色以外とすること。 
 ③周囲にはパッキンを施工して機密性を考慮すること。 
(3)  義装品関係 
 ①プロ梯子を右に取り付けること 
 ②粉末(ABC)消火器の４型を装備すること。 
 ③道具箱を取り付けすること。 
 ④リヤフェンダーはステンレススチール製とすること。 
 ⑤垂れゴム巻き込み防止枠取り付けること。 
 ⑥マグネット看板(ステッカー)を貼り付けるための、取り付け用プレートを 
  設置すること。(計３箇所・３プレート) 
 ⑦歯止め１対 
 ⑧スコップ掛け 1 丁(上部取付) 
 ⑨突入防止装置取り付けすること。(梯子ステップ) 

 7. 塗 装 
(1) ボディーカラーは指定色とすること。 
(2) 文字等を記入すること。 
 ①キャブ袖書き   「明石市下水道室」 
 ②ボディ左右    「明石市」 
 ③テール・ゲート部 「市 章」 
 ④ドア部左右    「自家用」 



 8. 納車 
   (1) 納車場所は、大久保浄化センター駐車場（明石市大久保町八木７４２）

とし、その工程にかかる費用も入札金額に含むこと。 
また、納車時、装置類の動作確認を担当職員立会いのもとで行うこと。 

(2) 納期は、発注後１２か月とすること。 
(3)  受注後、明石市担当課と充分協議を行ったうえで製作等に着手すること。 

 
9. 代金の請求  購入代金の請求は、納車完了後とする。 

        
10. 登録手続き  関係官公署での受検及び登録（検査登録手続、保管場所標章

交付申請含む）等は、受注者が手続きを行うこと。 
 

11. その他     
   (1) 諸経費 

登録料等諸経費一切を入札金額に含むものとする。（※下取車分含む） 
但し、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び自動車リサイクル

料は含まない。 
(2) 留意事項 
・当該車両の「所有者」及び「使用者」は『明石市』とする。 
・前後ドライブレコーダー取付位置及び「明石市」文字の貼付位置につい

ては、担当と協議の上で決定する。 
・本仕様書に明記されていない事項において、機能上当然必要なものは、

装備すること。 
・下取車有（下取車の現状は別紙「下取車資料」のとおり） 

    尚、下取車の現状確認を行う場合は、事前に下水道施設課まで連絡する

こと。 
(3) 自動車検査証に記載する「使用の本拠の位置」は『兵庫県明石市大久保

町八木７４２』とする。     
(4) 問合せ先 

     明石市都市局下水道室下水道施設課 
      電話（０７８）９３４－３４２５ 
 



 別 紙  

1 
 

下 取 車 資 料 
 
 
 
１．登録番号      神戸 100 す 46-51 

２．種別・用途     普通・貨物 

３．車名        ニッサンディーゼル 

４．初度登録年月日   平成 16 年 10 月 4 日 

５．車台番号      MK36A-00316 

６．型式        PB-MK36A 

７．原動機の型式    J07E 

８．車体の形状     ダンプ 

９．乗車定員      3 人 

10．総排気量      6.40Ｌ 

11．燃料の種類     軽油 

12．車両重量      4,630ｋｇ 

13．車体色       緑色 

14．走行距離      163,144ｋｍ（令和 5年 12 月 1 日現在） 

17．車検有効期限    令和 6年 10 月 7 日 

18．車両の状態     年数相当の経年劣化等の傷み有り。 

 

 

 

 

【特記事項】 

   （１）下取り処分及び廃車手続き終了後、抹消登録証明書（名義変更の場合は、

それを証明する書類）を下水道施設課へ提出すること。 

   （２）車両の引渡しは、納車日以降に行う。これに伴う一切の費用は、受注者の

負担とする。 












